
 

１ この条例は、公布の日から施行する｡ 

２ 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期

日を告示された選挙については、なお従前の例による｡ 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

  

 公職選挙法施行令の一部改正により、衆議院（小選挙区選出）議員及び参議

院議員の選挙における公費負担の限度額が改定されたことに伴い、市議会議員

及び市長の選挙における公費負担の限度額を改定するため、この条例を制定す

るものである。 

議案第１８１号 

 

   テレワーク用パソコン等の取得について 

 

次のとおり動産を買い入れる。 

 

             令和４年１１月２８日提出 

                川崎市長 福 田 紀 彦 

 

１ 契 約 物 件   テレワーク用パソコン等一式 

２ 契 約 の 方 法   一般競争入札 

３ 契 約 金 額   １５９，７５６，３００円 

４ 納 入 期 限   令和５年３月３１日 

５ 納 入 場 所   第３庁舎９階ほか 

６ 契約の相手先   東京都江東区東陽二丁目３番２５号 

株式会社 内田洋行 営業統括グループ 

取締役上席執行役員 営業統括グループ統括 

小柳 諭司 



参考資料 

 

概 要 

 

物  件 

 

 

規 格 等 

 

１ 物件の内訳及び台数 

  

⑴ パソコン 

 

   １，３５０台 

 

 ⑵ モバイルルーター 

 

１，３５０台 

 

 ⑶ Windows Server 2022 Device CAL 

        

１，３５０ライセンス 

 

 

 

２ 導入目的 

 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、「職 

 

場における新型コロナウイルス感染症のまん延防止」や「ワークス  
 
タイル変革の取組強化」の観点から、テレワーク環境を拡充するこ 

 

とにより、より柔軟な職員の働き方の実現を図る。 

 

 

 


